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いないところ，環境庁大気保全局長は，在来鉄道の新設又は大規模改良に伴

い生じる騒音問題を未然に防止する上で目標となる当面の指針として，平成

７年１２月２０日，「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の

指針について」（平成７年環大一１７４号，以下「在来鉄道騒音指針」とい

う。）を発出した。

在来鉄道騒音指針によって定められた指針等の内容は概ね以下のとおりで

ある。（甲１４，乙１）

ア 対象

鉄道事業法２条１項の適用を受ける鉄道のうち普通鉄道（ただし，新幹

線鉄道を除く。）又は軌道法の適用を受ける軌道のうち線路構造が普通鉄

道と同様であり，鉄道運転規則が準用される軌道であって，新規に供用さ

れる区間（以下「新線」という。）及び大規模な改良を行った後供用され

る区間（以下「大規模改良線」という。）における列車の走行に伴う騒音

を対象とする。

なお，新線とは，鉄道事業法８条又は軌道法５条の工事の施行認可を受

けて工事を施行する区間をいい，大規模改良線とは，複線化，複々線化，

道路との連続立体交差化又はこれに準ずる立体交差化を行うため，鉄道事

業法１２条の鉄道施設の変更認可又は軌道法施行規則１１条の線路及び工

事方法書の記載事項の変更認可を受けて工事を施行する区間をいう。

イ 指針

（ア）新線については，等価騒音レベル（LAeq）として，昼間（午前７時か

ら午後１０時までの間）については６０㏈以下，夜間（午後１０時から

翌日午前７時までの間）については５５㏈以下とする。なお，住居専用

地域等住居環境を保護すべき地域にあっては，一層の低減に努めること

とする。

大規模改良線については，騒音レベルの状況を改良前より改善するこ














































































